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次
の
事
由
に
該
当
す
る
人
は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
ま
た
は
脱

退
の
届
出
を
、
14
日
以
内
に
保
険

課
ま
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▽
退
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険

　
を
脱
退
し
た
と
き

▽
就
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険

　
に
加
入
し
た
と
き

　
14
日
以
内
に
届
出
を
し
な
か
っ

た
場
合
、
そ
の
間
の
医
療
費
は
、

原
則
と
し
て
全
額
自
己
負
担（
10

割
）と
な
り
ま
す
。
保
険
料
は
届

け
出
た
日
か
ら
で
は
な
く
、
退
職

日
の
翌
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

注 

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
後
に
、

国
民
健
康
保
険
証
を
使
う
と
、

後
日
、
市
に
医
療
費
を
返
還
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

脱
退
の
届
出
を
す
る
ま
で
、
保

険
料
の
請
求
は
続
き
ま
す
。

問
保
険
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３

２
、
１
５
４
５
、
１
６
２
５

▽ 

期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合

は
、督
促
状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
督
促
手
数
料
が
発

生
す
る
ほ
か
、
延
滞
日
数
に
応

じ
て
延
滞
金
も
加
算
さ
れ
ま
す
。

▽ 

通
常
の
保
険
証
に
代
わ
り
、
有

効
期
限
の
短
い「
短
期
被
保
険

者
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

▽ 

さ
ら
に
長
期
に
わ
た
り
納
付
相

談
な
ど
が
無
い
場
合
は
、
保
険

証
を
返
還
す
る
こ
と
で
、
医
療

費
を
全
額
負
担
す
る「
資
格
証

明
書
」を
交
付
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▽ 

財
産
の
差
押
え
な
ど
の
法
的
措

置
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

て
い
る
人
と
の
公
平
性
・
公
正
性

を
保
つ
た
め
、
法
令
に
基
づ
き
、

差
押
え
処
分
を
よ
り
一
層
強
化
し

て
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合

は
、早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
８

　
４
月
１
日（
金
）か
ら
、
入
院
時

の
市
民
税
課
税
世
帯
の
食
事
代

が
、
１
食
あ
た
り
260
円
か
ら
360
円

に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
市
民
税
課
税
世
帯
で

あ
っ
て
も
、
国
が
指
定
す
る
難
病

や
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
患
者
な

ど
は
変
更
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市

民
税
非
課
税
世
帯
も
同
様
に
、
変

更
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
下
表
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
・
給
付
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

入
院
時
の
食
事
代
が
変
更

国
民
健
康
保
険

加
入・脱
退
の
手
続
き
は

14
日
以
内
に

国
民
健
康
保
険
料
を滞納

す
る
と

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業などで市税
を納付できない人は利用してください。

夜間　3月 24日（木）19:30 まで
休日　3月 27日（日）10:00~15:00
場納税課（市役所１号別館２階）
℡ 06-6992-1852~1854
注来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関側）を利用してく
　ださい。
　 車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐車場
を夜間休日出入口（正面玄関側）の前に設置しています
が、駐車台数に限りがありますので、ご協力をお願い
します。

市税の夜間・休日
納付相談

国民健康保険料

夜間・休日納付相談

　平日や昼間、仕事などで忙しい人は利用してくださ
い。

夜間　3月 22日（火）・24日（木）・
　　　25日（金）いずれも 19：30まで
休日　3月 27日（日）
　　　10：00～ 15：00
場保険収納課、保険課（市役所本館１階）
℡ 06-6992-1538、1532、1545

注来庁時は、夜間休日受付出入口（正面玄関側）を利用
　してください。
　 車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐車
場を夜間休日受付出入口（正面玄関側）の前に設置し
ていますが、駐車台数に限りがありますので、ご協力
をお願いします。

3月31日（木）
まで

4月1日（金）
から

市民税課税世帯
１食260円

１食360円
市民税課税世帯のうち、国が指定する難
病、小児慢性特定疾病の患者など

１食260円
（変更なし）

市民税非課税世帯（90日までの入院） １食210円
市民税非課税世帯（90日を超える入院） １食160円
市民税非課税世帯のうち、低所得Ⅰ（※）
に該当する世帯 １食100円

（※）国民健康保険：世帯における世帯主および 70歳以上の国民健康
　　保険加入者全員の所得がいずれも０円である世帯
　　後期高齢者医療制度：世帯における世帯員全員の所得がいずれ
　　も０円である世帯


